
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市県民税 納 期 １期 ２期 ３期 ４期

固定資産税 納 期 １期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税（種別割） 納 期 全期

国民健康保険税
介護保険料

納 期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 １０期

後期高齢者医療保険料 納 期 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

保育料
(幼稚園・保育所・認定こども園)
給食費

住宅等使用料（※1）

水道料金（※1）

農業集落排水施設使用料（※1）

下水道使用料（※1）

浄化槽使用料（※1）

養護老人ﾎｰﾑ入所負担金（※1）(※2)

市営駐車場使用料

市有地貸付料

ケーブルテレビ使用料（※1）
口　座
振替日

4月27日 5月26日 6月26日 7月27日 8月26日 9月28日 10月26日 11月26日 12月28日 1月26日 2月26日 3月26日

☆市税や使用料等の納付・納入は、便利で安心な口座振替をお勧めしています。 豊後大野市役所　℡０９７４-２２-１００１

◎納期限及び口座振替日は、各納期月の月末（12月は12月25日）です。ただし、この日が土日・祝日等の場合は翌開庁日となります。
　（※1）の料金の１２月納期限は、翌年1月最初の市役所開庁日となります。ただし、口座振替日は他の料金等と同じです。
◎ケーブルテレビ使用料は、口座振替日が異なります。
◎口座振替は、口座残高が不足しておりますと振替ができません。事前の残高確認をお願いします。
◎コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでの納付が可能ですが、(※2)の料金は除きます。
 　また、以下の場合は、コンビニ、スマートフォンアプリでの納付ができませんのでご注意ください。
　　◆コンビニ、スマートフォンアプリ対応の納付書でないもの　　◆納期限が過ぎたもの　　◆納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの　　◆金額が訂正されたもの

納　　期　　月

納　　期　　限
（口座振替日）

4月30日 6月1日 6月30日 7月31日 8月31日 9月30日 11月2日 11月30日
１２月２５日
（※）は
１月４日

2月1日 3月1日 3月31日

納 期 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 10月分 11月分 12月分 １月分 ２月分 ３月分

令和８年度 豊後大野市市税等の納期限及び口座振替日一覧表


